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生活の基軸を「純粋倫理」に 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春の訪れとともに、組織変更や人事異動など、新年度を迎えて何かと慌ただしい頃となり

ました。当研究所も 3月下旬、重要な行事を相次いで執り行いました。 

26 日には多磨霊園にて「物故会員功労者奉恩式」を挙行し、5年ごとの節目にあたる式年

者（今年は 198 柱）を紹介し、新たに 38柱が合祀されました。ご遺族や会友・職員共に、

多大な功労のあった先人のご遺徳を偲び、感謝の誠を捧げました。 

続いて 28日には、開設 60 周年を迎えた富士高原研修所にて記念式典と祝賀会を開催。地

元代表者や施設の建設・維持に携わる方々をお招きし、還暦の節目を祝いました。 

翌 29 日には「第 29 回地球倫理推進賞」の贈呈式を、桜が咲き誇る千代田区にて行い、国

内外で活躍する 2団体には、文部科学大臣賞も授与されました（詳細は倫理研究所の HP を

ご参照ください）。 

さて、今月は「倫理経営講演会」がピークを迎えます。今月だけで全国 559 ヵ所の約

35％にあたる 198 ヵ所が 4月内に開催予定です。これは、全国のいずこかで、一日平均 6.6

ヵ所で開催する計算になります。 

倫理経営講演会を機に、各単会で年度目標の完遂に向けた活動が本格化します。既に講演

会を済ませた単会は、クロージング活動に邁進していることでしょう。まさに全国の倫理法

人会が、仲間づくりに熱を帯びて躍動する、重要な局面を迎えています。 

同時に水面下では、次年度の役職者選定が始まっています。1府 15 県の会長交代をはじ

め、継続と異動、新規の就任など約 1万 8千名に及ぶ役職者の選定が行われているのです

が、こうした多忙で多様な局面では、迷いやトラブルも生じがちです。 

その際、一般常識で解決を図るのか。それとも倫理の役職者として自らを顧みる態度で、

「純粋倫理」を基底に自己革新を図るのか。この姿勢の差が、のちの成果に決定的な違いを

もたらします。 

多忙な時こそ純粋倫理を基軸に据え、倫理経営指導を受けたり、『万人幸福の栞』を常に

携行して、事あるごとにこれを素読して気づきを得たりなど、「純粋倫理」を生活の基軸に

据えて、己を磨き高めましょう。 

成すべきことに気づいたら即座に実行する。「即行」の実践の積み重ねが直観力を磨き、

確実な成果を引き寄せます。既に実践中の方も、新たな気持ちで「純粋倫理」を生活の基軸

とする生活にチャレンジしましょう。 

 

令和８年４月度  

法人局連絡事項 
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「今週の倫理」4月配信（1484 号～1487 号） 

テーマ：人の縁 

 

＊「今週の倫理」4～5月の配信 

毎週木曜日に R.link で配信している「今週の倫理」は、下記のように配信します。 

ご対応お願いいたします。 

４月度第 1週（1484 号）～第 4週（1487 号）……通常配信。 

５月度第 1週（1488 号） 4 月 27 日（月）に先行配信。 

第 2週（1489 号）以降 ………………………通常配信。 

新規連絡事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．全体事業関連  
（１）「物故会員功労者奉恩式」の御礼 

3 月 26 日（木）、多磨霊園において「物故会員功労者奉恩式」を執り行ないました。ご多用の

なか、ご参列いただきました皆様に心より御礼申し上げます。 

 

２．法人局主要行事関連  
（１）「理事長研修」 
「理事長研修」を開催する各都道府県は、方面担当者と綿密に打ち合わせを行なって準備を進め 

てください。 

 

（２）「令和 9年度 倫理法人会活動方針説明会」 

  ■日程：令和 8年 6月 11 日（木）～12 日（金） 

■場所：熱海後楽園ホテル（静岡県） 

■対象：理事、監事、法人スーパーバイザー 

〈都道府県〉今年度会長、幹事長、次年度会長内定者 

※詳細案内は後日、対象者にお送りします。 

 

（３）「研修委員会正副委員長会」 

  ■日程：令和 8年 6月 18 日（木）～19 日（金） 

■場所：倫理研究所本部 

■対象：令和 9年度もしくは令和 8年度都道府県研修委員会正副委員長 

※枠は 2 名。令和 9 年度研修委員会正副委員長を主とします。詳細は方面担当にご相談ください。 

※詳細案内は後日、対象者にお送りします。 

 

（４）「女性委員会正副委員長会」 

  ■日程：令和 8年 6月 23 日（火）～24 日（水） 

■場所：倫理研究所本部 

■対象：令和 9年度もしくは令和 8年度都道府県女性委員会正副委員長 

※枠は 2 名。令和 9 年度女性委員会正副委員長を主とします。詳細は方面担当にご相談ください。 

※詳細案内は後日、対象者にお送りします。 
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３．倫理法人会運営関連 
（１）令和 8年度「経営者の集い」 

6 月度の法人レクチャラーの通知は、方面から都道府県を経由して単位倫理法人会事務局へ通知

しました。 

※｢『経営者の集い』開催報告書｣は R.link に掲載しました。 

※「経営者の集い」に関するお問合せは、教育業務部（小川）までお願いします。 

 

（２）会費の遅延管理 

  3 月 10 日に都道府県倫理法人会事務局に送信した「遅延管理表」（高額遅延・役職者遅延）に 

 つきましては、4月 8日(水)までにメールにて教育業務部宛に返信をお願いいたします（高額遅 

延・役職者遅延が発生していない都道府県には送信していません）。本件に関するお問合せは、 

教育業務部（遠藤、川辺、長尾）までお願いします。 

［返信先メールアドレス：hojinkg@rinri-jpn.or.jp］ 

 

（３）監査実施状況 
  「監査実施状況報告」につきましては、3月実施分を 4月 15 日(水)までにメールにて報告をお
願いいたします。 

 本件に関するお問合せ先：施策に関する事項       → 方面担当研究員 

             書式、提出方法等事務的な事項 → 法人局教育業務部（遠藤、長尾） 

  送信先メールアドレス：To 方面長 

             Cc 方面担当、教育業務部（hojinkg@rinri-jpn.or.jp） 
 
（４）第 2回「主要行事会場費調整助成金」の振込 

「主要行事会場費調整助成金」を 3月 2日に振り込みました（第 1 回振込は昨年 11 月）。「経営者 

モーニングセミナー」・都道府県「役員会」の会場費の補填、また会場の見直しなども含めて有効 

にお役立てください。 

 

（５）法人スーパーバイザーの連絡先変更 

 

 

 

 

 

（６）法人アドバイザーの連絡先訂正 

 

 

 

 

 

（７）令和 8年春の叙勲について 

この春、叙勲または褒章を受けられる法人会員の方へ倫理研究所より祝電を送らせていただき

ます。都道府県事務局で集約のうえ、下記までお知らせ願います。その際は、受章者の「氏名」

「企業名」「倫理法人会役職」「叙勲褒章名」を所定用紙にご記入頂き、新聞記事等を添付し 

てください。所定用紙は R.link の文書管理フォルダに保管されています。 

※ご連絡は、5月 11 日(月)までに FAX またはメールにてお願いします。 

【ＦＡＸ】03-3237-0912  【メール】hojin-fukyu@rinri-jpn.or.jp (担当：森下) 

■村上 尊宣 法人スーパーバイザーの連絡先（TEL 変更） 

令和 8年 4 月より 

TEL 090-9590-6064 

 

■髙嶋民雄 法人アドバイザーの連絡先（郵便番号訂正） 

誤 167-0043  正しくは 167-0052 
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４．富士高原研修所関連 

（１）「創始者セミナー」                              

激動の昭和という時代に倫理運動を創始した丸山敏雄先生について、戦前篇・戦後篇各 4章、 

全 8 章の映像を通して深く学びます。更に、「丸山理事長の講義」や「春のほがい」も実施し理解

をいっそう深めます。 

・第 2組：令和 8年 5月 8 日(金) 14 時 開講 ／ 5 月 10 日(日) 11 時 終了 

・受講料：23,000 円 

※本セミナーは倫理法人会会員又は、家庭倫理の会会員限定です。 

※チラシは「令和８年３月度 法人局連絡事項」に掲載いたしました。 

 

（２）「社員倫理セミナー」 

「活力朝礼と企業風土の向上」「上司・部下の人間力」「恩意識の深化」「家庭の充実」などをテ

ーマに、より良い人生と職場づくりのための実践的なヒントを探ります。また、希望者には朝礼に

ついて深く学べる専門講座も設けています。 

・第 4組：7月 8 日(水) 14 時 開講 ／ 7 月 10 日(金) 14 時 終了 

・受講料：47,000 円（会員企業） 

※企業ごとお申込みください。 

 

（３）「高校生セミナー」【別紙 1】チラシあり 

日常の基本実践や身体ワーク、富士山麓でのトレッキングなどの多様な体験を通して、人と人と 

の関わり方を実践的に学びます。また、自己実現に向けた考え方や、悩みへの向き合い方・対処法 

についても体得します。 

・令和 8年 7 月 18 日（土）14 時 開講 ／ 7 月 20 日（月・祝）11 時終了 

・受講料：18,000 円   

※受付の開始は 5月 25 日(月)12:00 からです。お申し込みは TEL:0550-89-2677 まで。 

 

（４）「中学生セミナー」【別紙 2】チラシあり 

富士山の宝永山登山をはじめとする、仲間と協力して目標を達成していくカリキュラムを実施し 
ます。その体験を通して、中学生が「挑戦」「自己表現」「コミュニケーション」「利他心」などを 
主体的に学び、身につけることを目指します。 
・令和 8年 7月 24 日（金）14 時 開講 ／ 7 月 27 日（月）11 時終了 

・受講料：23,000 円   

※受付の開始は 5月 25 日(月)12:00 からです。お申し込みは TEL:0550-89-2677 まで。 

 

（５）「小学生親子セミナー」【別紙 3】チラシあり 

自然学習などの体験を通して、小学生には「遊び」の中から創造性・協調性を育み、相手を思い 
やる心を培います。また、保護者は「子供を信じる」をテーマに、子どもの自発性を伸ばすための 

 関わり方や実践方法を学びます。 
・日程 

第 1組：8月  1 日(土)～ 3 日(月) 

第 2 組：8月  7 日(金)～ 9 日(日) 

第 3 組：8月 16 日(日)～18 日(火)             

第 4 組：8月 22 日(土)～24 日(月)   
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・受講料：保護者 18,000 円 / こども 14,000 円 

※受付の開始は 5月 25 日(月)12:00 からです。お申し込みは、チラシ裏面の QR コードまたは 

電話 TEL:0550-89-2677 まで。 

※（３）（４）（５）の各チラシは昨年同様、各都道府県事務局へ送付いたしません。 

チラシは各会で必要な枚数をプリントアウトしてお使いください。 

  ■お申し込み・お問合せは「富士高原研修所 受講係」(TEL: 0550-89-2677)まで      

Mail: fuji@rinri-jpn.or.jp 
 

５．その他 
（１）『新世』にまつわるショートエッセイ大募集！ 
  月刊誌『新世』は、昭和 22 年の創刊以来、80 年近くの長きにわたって読者の皆様とともに歩ん

できました。今回、『新世』との出会いや印象に残っている記事などに関するエッセイを募集いた

します。 

応募された作品の一部は、『新世』令和 8年 9月号に掲載いたします。あなたと『新世』の物語

をぜひお寄せください。 

  

【テーマ】「私と『新世』」 

 （例）初めて手に取った日のこと、心に残っている記事、取材を受けたときの思い出、家族と 

一緒に読んだ時間、職場や病院など「ここに『新世』を置いています」というお話など……。 

 

 【発表】令和８年９月号（8月１日発行）に掲載予定 

 

 【応募方法】手紙、FAX、メール（右記 QR コードより応募可能）のいずれかからご応募が可能 

です。 

原稿用紙２～４枚程度（800 字～1600 字）に、以下の①～⑤を添えてお送りください。 

       ①タイトル ②郵便番号・住所・電話番号 

       ③氏名 ④所属の会（未会員の方も応募可能） 

       ⑤年齢 

 【締め切り】令和 8年４月 30 日（木）消印有効 

 

 ※掲載にあたり、誌面の都合上、内容の趣旨を損なわない範囲で 

編集させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

普及・ランキング 
１．４月度の新設単会 〈設立・開設なし〉 
 

２．経営者モーニングセミナー平均参加社数・参加率ランキング 
令和 8年 2月度のベスト 3は下記の倫理法人会でした。おめでとうございます！ 

参加社数  参加率 

1 堺市倫理法人会 164.50 社  1 大阪城倫理法人会 65.97% 

2 名古屋市中川区倫理法人会 134.67 社  2 野々市市倫理法人会 60.59% 

3 豊田市中央倫理法人会 132.25 社  3 豊田市中央倫理法人会 59.57% 

    ※当該単位倫理法人会の参加社数・参加率が表彰対象です。なお、新たに設立された単会の場 

    合も、前月に 100 社を満たしていることを設立の条件としているため（『令和８年度倫理法人

会活動方針書』Ⅰ－2－(2)－③）、設立月より表彰対象とみなしています。 
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継続連絡事項 
１．全体事業関連 ※継続連絡事項なし 
 

２．法人局主要行事関連 
（１）「法人局顧問・法人アドバイザー会」日程変更 

年間計画で予定しておりましたが、諸事情により日程が変更となりました。 

参加対象は法人局顧問、法人アドバイザー（共に名誉職を含む出張者のみ）です。スケジュールの 

修正をお願いします。 

 

 ■変更前の日程：×令和 8年 6 月 12 日（金）～13 日（土） 

              

変更後の日程：○令和 8年 7月 14 日（火）～15 日（水） 

※開催場所に変更はありません。詳細案内につきましては、後日改めてお知らせいたします。 

 

 

３．倫理法人会運営関連 
（１）出張者への「プロフィール」「写真」送付依頼 

一般社団法人倫理研究所から派遣される講話者（法人レクチャラーを除く）の「プロフィール」並 

びに「写真」は、都道府県事務局を通じて取得することができます。出張連絡書等で直接、出張者 

に送付依頼をせず、都道府県事務局へご依頼ください。  

 

（２）講師用「緊急連絡先カード」 

法人局より各会へ派遣される講師が携帯する「緊急連絡先カード」を作成いたしました。万が 

一、出張先で講師がトラブルに見舞われた際の連絡先（近親者等）を記したカードです。講師が携 

帯している『万人幸福の栞』に収納してあります。緊急の折は、同書を開いていただくよう会内で 

周知して下さい。 

 

（３）諸行事の講師 

単会で自主的に講師として招聘した会員・役職者が、参加者に対して自身の主催する集会等に執

拗に勧誘してくる、役職・資格を超えたような発言を行なっている等の苦情が報告されています。

講師選定にあたっては以下の点に留意して、行事の企画にあたって下さい。 

※講師選定については、「令和 8年度倫理法人会活動方針書」の「Ⅲ．単位倫理法人会におけ 

る運営の強化」の「6.自主開催のセミナー」の内容を再度確認してください。 

    

※ＭＳ、オリエンテーション等の講話等を務める者が、自身の主催する個人的な学習会、塾等 

に勧誘することは禁じられています。（「倫理法人会規程」第 25 条） 

※当会において、倫理経営指導、純粋倫理の解説を伴う講話を正式に認められているのは「倫 

理経営インストラクター」の有資格者です。 

 

（４）「経営者の集い」「倫理経営講演会」開催報告書 

両行事の開催報告書をメールで送受信できるように刷新しました。R.link をご確認いただき、 

今年度は、両行事共に改訂版の報告書をご利用下さい。 

 提出の際は、メールに添付してエクセルデータの状態で提出してください。 
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（５）活動報告登録の留意点 

「倫理経営基礎講座」当該単会平均参加人数の年間表彰を行ないます。RMMS への活動報告登録

の際は、人数欄に当該単会参加人数（理事長辞令を受けた役職者のみ）を入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）普及活動に対する報奨金等の支払い禁止 

普及奨励賞、普及成約賞などの名称で、普及に貢献した会員に対し、その見返りとして現金を 

支給している会が見受けられます。会員に対しこのような報奨金等（商品券・クオカード等の金 

券類を含みます）の支払いは行なわないでください。 

■理由「普及活動と営利活動の違い」 

普及活動は、倫理法人会組織としての活動ですが、個々の自己革新を目指した実践であり、 

企業における営利活動とは本質的に異なります。見返りとして現金などを受け取ることは、 

せっかくの自己革新や積善等の目的から離れることになります。また、経理上、不透明な処 

理の温床ともなりかねません。 

 

（７）倫理研究所取り扱い図書物品の購入に関する注意事項 

①会組織での倫理研究所取扱い図書物品の 

購入は出来ません。 

②個人（会員・役職者）での注文は可能です。 

③個人が購入した図書物品代金を会組織へ 

請求し、会組織がその代金を個人へ支払う 

ことはできません。（実質的に会が購入して 

いることと同様となるため） 

 

（８）于
う

 振
しん

忠
ちゅう

 研究員の単会出張 

現在、倫理研究所中国事務所の所長である于振忠研究員（中国内蒙古自治区出身）が、今年の 3 

月より、いくつかの単会を出張します（初期は同行出張）。 

于所長は、中国の沙漠緑化活動をはじめ、四半世紀に亘り倫理研究所の研究員として幅広く倫理 

 運動に参画してきました。出張は、倫理経営基礎講座の講師の出張と同様、法人局より方面を通じ 

て連絡します。 

※プロフィールの詳細は、R.link に掲載しておりますのでご参照下さい。 

 

（９）土曜日の法人局への連絡 

事務オペレーション効率化のため、3月 7 日(土)より、以降の土曜日の電話対応を取り止めることと 

いたします。何卒ご理解とご協力をお願いいたします。緊急時はこれまで通り、各方面担当者にご連絡 

ください。なお、倫理研究所本部での倫理経営指導は実施しております。 

＜表彰＞年間のみ 

当該単会平均参加人数（理事長辞令の役職者のみ） 

  ※正倫理法人会（100 社以上）で、年度内 12 ヵ月連続して正倫理法人会 

の条件を満たしている会を対象に、全国 1～3位を表彰する。 

  ※年間の表彰対象月は、令和 7年 7月～令和 8年 6月。 

  ※都道府県の役職者は所属会への参加時にカウントする。 

（『令和 8年度倫理法人会活動方針書』Ⅲ-4） 
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（10）「倫理経営講演会」関連 

①チラシ・パンフレットの挨拶文例（案）について 

チラシ・パンフレットの挨拶文例（案）は、R.link の文書管理フォルダに保管されている 

「倫理経営講演会開催要領」に掲載されています。内容を確認し、準備を進めてください。 

②講師、事業体験報告者のプロフィール 

ａ．講師の顔写真つきプロフィールについては、都道府県事務局に問い合わせて入手してくだ

さい。R.link の文書管理フォルダに保管されています。 

ｂ．事業体験報告者の顔写真、プロフィール、テーマについては、事業体験報告者本人に直接

お問い合わせください。 

③重点販売図書 

今年度の重点販売図書は、『十七ヵ条講話』（丸山敏秋著）です。図書現物を会場で販売して

ください。 

④日時や場所の変更連絡 

倫理経営講演会の開催日時、場所などが変更になった場合は、速やかに方面担当研究員へご

連絡ください。「開催変更事項届」は R.link の文書管理フォルダに保管されています。 

※開催日が変更となる場合を除いて本部から講師・事業体験報告者への連絡はしません。 

単会より個別に講師・事業体験報告者へご連絡ください。   

⑤全体配布資料 

本資料は、講師のレジュメではなく、来場者に配布する全国共通の講演補助資料です。テー

マに即した歴代理事長の見解を抜粋して掲載しております。なお、他の資料と見分けるため、

白色ではない色付きのコピー用紙を使用して下さい。 

 

（11）会員の住所変更について 

倫理研究所から会員企業に発送した『職場の教養』が、住所変更により返送されるケースがあり 

ます。住所変更をした場合は、速やかに所属している倫理法人会事務局へ変更を届け出ていただく 

旨を、会員各位にご案内いただきますようお願いいたします。特に 3月 4月は、移転等により『職 

場の教養』の返品が多くなる時期でございますので、ご協力の程宜しくお願いいたします。 

 なお、倫理法人会アプリからも会社住所・「職場の教養」送付先等の変更が可能です。各倫理法人

会におかれましては、アプリの周知と導入の推進にご協力いただきますようお願いいたします。 

 

４．その他 
（１）『職場の教養』についての注意 
①SNS での公開 

『職場の教養』誌は、倫理法人会の入会特典であり、主として｢活力朝礼｣実施用に作成された 

ものです。同誌本文（表紙を含む）の内容を SNS 等で公開することは、ご遠慮ください。もしその

ような事実を確認された場合は、注意を促して下さい｡ 

②ポスティング 
個人の住宅や集合住宅のポストに『職場の教養』が、差出人等の明記もなくそのままの状態で 

投函されているという苦情が法人局に寄せられています。このような行為は厳に慎んでいただく 

よう、会内で周知徹底してください。 

 

（２）「設立」「開設」の認可願 
 

 

 

設立・開設日の 1ヵ月前までに「倫理法人会設立・開設認可願」「倫理法人会役職者名簿」「倫

理法人会会員一覧表」を方面長宛に提出し、開設は 50 社以上、設立は 100 社以上の在籍会員登録

を完了する。                   (『令和 8年度倫理法人会活動方針書』Ⅰ－2－（2）-③) 
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（３）天和会館への訪問 
天和会館への訪問の際は、原則訪問予定日の 1ヵ月前までにご連絡ください。電話・FAX 共に以

下の 5点をお知らせください。なお、FAX で連絡される場合の所定の用紙はありません。 
①倫理法人会名 ②訪問の日時と滞在の時間帯 ③交通手段  

④訪問人数 ⑤責任者の役職と氏名・連絡先 

※その他、滞在時間中の過し方を簡潔にお知らせください。 

※諸般の事情により、ご要望に添えないこともありますので、予めご了承ください。 

※お問い合わせ先 天和会館 TEL：0979-88-3113 FAX:0979-88-3115 

 
（４）「入会申込書」紹介者欄の記入 
入会申込書に紹介者名を記入する欄があります。紹介者が複数いる場合、主要紹介者を先頭に記 

載し、併せて普及（入会）に携わった方（3名程度）も記載してください。 
倫理経営インストラクター認定制度の基本情報の一つになりますので、記載もれのないよう徹底 

をお願いします。 

 

（５）倫理指導（倫理経営指導） 
近年、倫理指導を希望される会友が増えてきました。これは、大変よい兆しであることは言うに 

及ばず、大いに活用していただきたいと願っています。しかし、これが水増しのような増加である 

場合、必ずしも喜ばしい事とは言えません。 

下記に、倫理指導を活用する際の注意事項を記載いたします。ご理解の上、倫理指導を大いにご 

活用頂き、自己革新に挑むことで人間的成長にお役立てください。 

１．倫理指導を受ける際の基本原則 

（1）倫理指導の目的 

倫理指導は、対面形式で真剣に行なうものです。「ちょっと聞いてみよう」「先輩が勧めたか 

ら」など、安易な気持ちで倫理指導を申し込まないでください。倫理指導の目的は、来談者の 

苦難解決のみならず、それを契機として人間的な成長を目指していくことにあります。 

（2）事前の理解 

倫理指導を申し込む前に、経営者 MS や経営者の集いなどにご参加いただき、倫理体験という 

ものがある程度理解できてからお受けいただく方が望ましいでしょう。倫理指導を受けに来られ 

た方から「倫理指導って何ですか？」と聞かれるケースがあります。事前に、先輩や役職者から 

レクチャーを受けた上で、ご本人の自主的な申し込みを前提に倫理指導が成り立ちます。役職者 

は、趣旨を充分にご理解いただき、倫理指導を申し込むようお勧めください。 

（3）所属地域及び近隣の倫理経営インストラクターへの申し込み 

倫理指導は、地元の倫理経営インストラクターに受けることもお勧めいたします。倫理指導で 

は、苦難の内容や実践・心境の進捗状況によっては同一の苦難で既に倫理指導を受けた方に追加 

指導を受けることができます。この追加指導を受ける際、地の利を活かすことができるのが、近 

隣の倫理経営インストラクターの方々ですので、倫理指導を近隣の有資格者に受けることを推奨 

いたします。ぜひ、ご検討ください。 
 

２．倫理指導を受ける場所と倫理指導者と連絡先 

所属地域近隣（地元）、または、倫理研究所（東京都千代田区紀尾井町）で受けられます。 

（1）所属地域近隣（地元）で受ける場合 

①自単会で受ける場合     

会長の承認を得てから、講師と指導の日時を調整してください。 
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②他単会で受ける場合 

自単会会長の承認を得た後、先方の単会会長に承認を得てください。その後、講師と指導の

日時を調整し、先方の単会会長に調整した日時をお知らせください（連絡・調整役は会の事情

に応じてお決めください）。 

※地元の有資格者に倫理指導を受ける場合は直接交渉してください。 

※倫理指導を受ける場所は、静かで人の出入りが少ない場所を用意してください。但し、 

ホテル宿泊室は厳禁です。喫茶店やレストランなど飲食店を利用する場合は、原則、個室 

または仕切られている所をご準備ください。 

※上記飲食店を利用する場合は別ですが、湯茶などの接待及びお土産(金品含)は不要です。 

 （2）倫理研究所で受ける場合は、予約が必要です。 

倫理研究所では、毎週土曜日のみ倫理指導を行なっています。ご希望の方は、普及事業部ま 

で事前に電話でお申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

（3）「倫理指導票」は、当日指導者（講師）にお渡しください。 

 

３．倫理指導を行なうことが出来る有資格者 

倫理指導をすることが認められた講師は、以下の方々です。 

○理事、監事、法人局顧問、法人局名誉顧問、研究員 

○名誉研究員、名誉専任研究員 

○法人スーパーバイザー、法人アドバイザー、名誉法人アドバイザー 

○倫理経営インストラクターの資格を持つ法人レクチャラー 

○倫理経営インストラクター有資格者  

 

（６） 創始 80 周年 倫理研究フォーラム 

  ■ フォーラムの基本構成  

開催時間：13:00～15:40  

1. 内田次長あいさつ・趣意説明 2. 発表①② 3. 登壇者 3名によるトークセッション  

  ■開催場所・日程・講師 

会場 日程 講師 
福岡県 【JR 九州ホール】 4 月  5 日（日） 平良直・水野雄司・内田智士 

東京都 【都市センターホテル コスモスホール】 4 月 12 日（日） 平良直・水野雄司・内田智士 

鹿児島県 【 SS プラザせんだい】 4 月 26 日（日） 松本亜紀・丸山貴彦・内田智士 

■ 主催・対象・参加費など  

主 催：倫理研究所  

対 象：未会員を含む一般参加者  

参加費：無料  

■ 連絡先・問い合わせ  

チラシ掲載の問い合わせ先：倫理研究所・生涯局 TEL03-3264-2251 

※自動案内が始まりましたら 2番（家庭倫理の会・文化活動に関するお問い合わせ）を 

押してください。 

＜ 倫理研究所倫理指導 ＞ 

［受付］月～金 9：00～17：00 

［対象］倫理法人会会員 

［日時］毎週土曜日(9:30～/11:00～/13:00～)    
［場所］倫理研究所（東京都千代田区紀尾井町 4-5） TEL：03-3264-2251〔代〕 

［担当］倫理研究所研究員 
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（７）『万人幸福の栞』新色のご案内  

  ご好評いただいております『万人幸福の栞』大サイズに、新しいカバー色を追加します。新色は 

 「チョコブラウン」で、深みのある茶色にやわらかな明るさを加えた上品な色合いです。 

発売日は 2/1 で、倫理研究所ＨＰより閲覧およびご注文いただけます。（ハガキ・ＦＡＸによる

ご注文も可です） 

なお、現在取り扱い中の「ソフトブラック」は、カバー色の生産終了に伴い、在庫がなくなり次 

第取り扱い終了となります。  

  

５．倫理法人会での禁止事項  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ インターネットを通じて電子的に取引される、いわゆる「暗号資産（仮想通貨）詐欺」や「投 

資詐欺」に関するトラブルが報告されています。改めて「倫理法人会での禁止事項」をはじめ、 

倫理法人会の様々なルールについて徹底して下さい。 

なお、「倫理法人会規程」第 10 条には、「会員間の金銭の貸借および商取引などのトラブル、 

民事事件や刑事事件などについては、当所（倫理研究所）及び本会（倫理法人会）は一切責任を 

負わないものとする」と定められています。会内で周知徹底していただきますようお願いいたし 

ます。 

 

別紙資料 

◆「事務局の皆様へ」 

◆「高校生セミナー2026」チラシ 

◆「中学生セミナー2026」チラシ 

◆「小学生親子セミナー2026」チラシ 

 

 

 

 

録音･録画･写真撮影 

諸行事の連絡事項時や開始前に、以下の録音、録画に関する留意事項を周知する。 

➀録音・録画・写真撮影及び、講演・講話内容を SNS、HP・会報などに掲載する場合は、必

ず事前に講師の承諾を得る。録音・録画する場合は、飽くまで記録用とし、会報や HP に掲載

の記事等に正確性を期するための記録資料として用いる。 

②集合写真やスナップ写真を SNS などへ掲載する場合は、被写体（後ろ姿であっても）と

なる方々に事前に掲載許可を得る。SNS、会の HP への投稿及び記載する以外に、個人による

SNS などへの掲載も同様に許可を得た写真のみとする。（『令和 8年度倫理法人会活動方針書』Ⅵ-4） 

倫理法人会組織での商行為、政治活動・他団体への勧誘の禁止 
諸活動などでの、特定の商品の意図的宣伝などを含む一切の商取引を禁じる。また、会員のネ

ットワークを通じての物品販売などの商行為、宗教・政治活動の勧誘および普及活動の妨げとな

る活動も同様とする。                     （「倫理法人会規程」第 25 条） 
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令和８年度
（R8.3.18確定）

対象者 出席者 出席率 R７年度

北海道 48 48 100.00% 97.73%

青森県 20 17 85.00% 84.21%

岩手県 33 26 78.79% 84.85%

秋田県 24 19 79.17% 95.83%

宮城県 49 49 100.00% 81.63%

山形県 40 28 70.00% 70.00%

福島県 45 40 88.89% 66.67%

北海道・東北 259 225 86.87% 82.07%

全国 1898 1678 88.41% 87.45%

道県役職者 49 46 93.88% 93.18%

単会会長 105 86 81.90% 81.73%

専任幹事 105 93 88.57% 77.67%

方面連絡事項 
 

１．方面会について 

 ご多用中、方面会にご出席いただいた皆様、誠にありがとうございました。当方面の会合
をもって令和８年度すべての方面会が盛会裏に終了となりました。 
参加対象者の出席が１００％となった会は、１道７県（北海道・宮城県・富山県・奈良

県・和歌山県・高知県・長崎県・沖縄県）でした。（以下に当方面の出席率を掲載） 
また４７都道府県のうち、今月(3 月)対前月(2 月)比プラスとなった会は１４カ所、方面内

では、北海道・岩手県・秋田県です。 
後半戦はすでに始まっています。年度目標達成に向けて会友一丸となり、更なる拡充を推
し進めて参りましょう。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．倫理法人会アプリ「受講管理システム（仮称）説明会」について 

倫理法人会アプリについて、次年度９月より、いよいよ本格運用なります。 
今後はモーニングセミナー（MS）をはじめとする各種行事の出席登録は倫理法人会アプ

リを通じて行われ、その記録が正式な活動履歴として管理されることとなります。 
それに伴い各単会で「受講管理システム（仮称）」を使用し、各種行事の出席者管理をし

て頂くこととなります。本システムは出席登録機能にとどまらず、各種行事に係るQRコー
ドの発行やMSの予約機能（参加者事前把握）、会員管理システム（RMMS）への活動報告
にも連携する仕様となっており、都道府県倫理法人会の円滑かつ効率的な運営に資するもの
となります。 
つきましては、本システムの機能概要および操作方法に関する説明会を７月に各道県にて

開催いたします。詳細は別紙案内をご確認ください。 
 対象者におかれましては、万障お繰り合わせの上、ご出席を宜しくお願いいたします。 
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１. 令和８年２月度 方面内ＭＳランキング 
２. 令和８年２月度 方面内ＭＳランキング（１００社未満） 
３. 令和８年３月度 入会社数方面内ランキング 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 宮城県 仙台中央 57.25社 1 北海道 石狩市 34.72%

2 北海道 札幌西 53.00社 2 北海道 札幌西 30.99%

3 宮城県 石巻市 46.33社 3 宮城県 仙台広瀬 30.00%

4 北海道 石狩市 41.67社 4 北海道 札幌中央 28.94%

4 北海道 札幌中央 41.67社 5 宮城県 仙南 27.41%

6 宮城県 仙南 37.00社 6 北海道 札幌東 26.69%

7 青森県 八戸市 32.50社 7 北海道 札幌豊平 25.89%

8 宮城県 仙台広瀬 31.50社 8 北海道 札幌手稲 25.50%

8 北海道 札幌東 31.50社 9 北海道 旭川市 25.49%

10 北海道 旭川市 30.33社 10 宮城県 仙台中央 23.85%

参加社数 参加率

令和8年2月度 MS 当該単会（100社以上）
平均参加社数・参加率 方面内ランキング
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1 北海道 小樽市 32.75社 1 北海道 小樽市 42.53%

2 北海道 函館市 26.75社 2 北海道 千歳市 31.55%

3 北海道 札幌南 22.00社 3 北海道 札幌南 31.43%

4 北海道 札幌厚別 21.75社 4 北海道 札幌厚別 29.79%

5 福島県 あぶくま田村 20.33社 5 福島県 あぶくま田村 28.64%

6 北海道 江別市 19.25社 6 北海道 函館市 27.02%

7 秋田県 横手市 18.75社 7 青森県 十和田市準 26.56%

8 北海道 札幌白石 18.25社 8 山形県 酒田市みずほ 24.46%

9 北海道 千歳市 17.67社 9 北海道 札幌白石 24.33%

10 宮城県 仙台宮城野 17.50社 10 秋田県 能代山本 24.14%

参加社数 参加率

令和8年2月度 MS 当該単会（100社未満）※62/105単会
平均参加社数・参加率 方面内ランキング

1 岩手県 遠野市 ９社

2 北海道 札幌北 ７社

3 北海道 小樽市 ６社

3 宮城県 登米市 ６社

令和8年3月度 入会社数
 方面内ランキング
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（令和 8年 3 月 20 日現在） 

 
 
＜設立・開設＞                 

 
 
  

 
 
 
 
 
＜達成・周年＞ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

※周年行事を行なう会は設立日を( )内に記載 

全国 設立・開設・達成・周年行事一覧（令和 8年度） 

認可に伴う書類 
①「設立(開設）認可願」 
②「役職者名簿」 
③「会員名簿」は、設立・開設 1ヵ月前までに方面 
長宛に提出してください。 

行事開催日 法人会名 達成・周年 日　時

2026/06/03 滋賀県 885社 2026/05/19

1,100社 2026/05/19

45周年 (1981/7/19)

2026/06/05 島根県 540社 2026/05/19

2026/06/06 大阪府 4,750社 2026/05/19

2026/06/08 鳥取県 410社 2026/05/19

2026/06/09 愛媛県 1,620社 2026/05/19

2026/06/15 徳島県 580社 2026/05/19

2026/06/16 高知県 545社 2026/05/19

2026/06/16 神奈川県 3,015社 2026/05/25

2026/06/17 岡山県 570社 2026/05/19

2026/06/17 香川県 1,500社 2026/05/19

2026/06/19 福岡県 4,300社 2026/05/29

2026/06/19 沖縄県 1,150社 2026/06/19

2026/06/19 山口県 980社 2026/05/19

1,555社 2026/06/19

45周年 (1981/3/1)

2026/06/21 群馬県 30周年 (1996/6/22)

2026/06/27 茨城県 3,650社 2026/06/12

2026/06/28 京都府 1,132社 2026/06/19

2026/06/28 和歌山県 484社 2026/06/19

2026/07/03 新潟県 2,760社 2026/07/03

2026/07/03 兵庫県 1,153社 2026/05/31

1,375社 2026/06/19

35周年 (1990/9/19)

2026/07/04 千葉県 3,800社 2026/07/04

2026/07/04 山梨県 700社 2026/06/19

2026/07/04 三重県 850社 2026/06/19

2026/07/05 奈良県 423社 2026/06/19

2026/07/06 佐賀県 777社 2026/06/19

2026/07/06 富山県 907社 2026/06/11

2026/07/07 山形県 1,444社 2026/06/19

広島県2026/06/03

岩手県2026/07/03

2026/06/20 鹿児島県

行事開催日 法人会名 達成・周年 日　時

2026/07/08 石川県 1,580社 2026/07/01

2026/07/09 大分県 1,500社 2026/06/19

2026/07/10 宮崎県 830社 2026/06/19

2026/07/11 栃木県 2,025社 2026/07/02

2026/07/11 北海道 2,300社 2026/06/19

3,000社 2026/06/19

45周年 (1981/2/16)

2026/07/13 秋田県 855社 2026/06/19

2026/07/16 埼玉県 4,000社 2026/07/10

2026/07/17 群馬県 1,403社 2026/07/15

2026/07/18 岐阜県 1,409社 2026/07/09

2026/07/18 福井県 433社 2026/07/17

2026/07/21 青森県 800社 2026/07/10

2026/07/26 長野県 1,610社 2026/07/17

2026/08/03 福島県 1,722社 2026/07/17

2026/08/06 静岡県 2,708社 2026/05/21

2026/08/07 宮城県 2,600社 2026/07/16

4,000社 2026/08/06

45周年 (1981/8/30)

2026/08/08 長崎県 870社 2026/07/17

2026/08/08 栃木県 40周年 (1986/8/29)

2026/08/09 東京都 5,000社 2026/07/17

2026/07/13 熊本県

2026/08/08 愛知県

日　時 準･新 設立・開設

2026/05/17 静岡県 熱海市 設立

2026/07/02 茨城県 土浦中央 準 開設

2026/07/03 大阪府 堺市大鳥 新 設立

2026/07/07 茨城県 古河東 新 設立

2026/07/10 兵庫県 西宮甲子園 設立

2026/07/15 東京都 丸ノ内 新 設立

2026/07/17 茨城県 水戸大洗 設立

2026/07/18 福井県 福井市（未定） 準 開設

法人会名 日　時 準･新 設立・開設

2026/07/26 東京都 清瀬・東久留米 準 開設

2026/07/28 大阪府 大阪難波宮 新 設立

2026/07/30 東京都 成城 新 設立

2026/07/31 東京都 秋葉原 準 開設

2026/08/01 大分県 佐伯市 設立

2026/08/04 神奈川県 元町 新 設立

2026/08/08 大分県 大分中央 設立

2026/08/08 長崎県 西そのぎ 設立

（未定） 兵庫県 姫路城 新 設立

法人会名
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事務局の皆様へ                  

１．法人局より  
（１）法人スーパーバイザーの連絡先変更 

 

 

 

 

 

（２）法人アドバイザーの連絡先訂正 

 

 

 

 

 

２．経理部より 
（１）4月（3月分）の「スマイル」入力完了日と「証憑書類」の送付期限 

・入力完了報告・・・Ｒ8／4／5（日） 

・書類送付期限・・・Ｒ8／4／10（金） 

 

（２）月次書類送付方法の一部変更について  

昨年 10 月からメールで送付しておりました、「倫理法人会 助成金通知書・明細書」、「入力完  

了報告日・証憑書類到着日のご案内」の送付方法を、4月以降は R.Link「文書管理-経理部門」フ  

ォルダへのアップロードに変更いたします。4月以降は、各都道府県のフォルダに格納したデー 

タをご参照ください。  

 

（３）倫理研究所取り扱い図書物品の購入に関する注意事項 

①会組織での倫理研究所取扱い図書物品の購入は出来ません。 

②個人（会員・役職者）での注文は可能です。 

③個人が購入した図書物品代金を会組織へ請求し、会組織がその代金を個人へ支払うことは 

できません。（実質的に会が購入していることと同様となるため） 

 

 

 

 

 

■村上 尊宣 法人スーパーバイザーの連絡先（TEL 変更） 

令和 8年 4 月より 

TEL 090-9590-6064 

■髙嶋 民雄 法人アドバイザーの連絡先（郵便番号変更） 

誤 167-0043  正しくは 167-0052 
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受付の開始は 5月２５日(月)12:00 からです。

■お申し込みは ℡ 0550-89-2677まで。

202６年7月１８日(土)～２０日(月・祝)
開 講：14:00 /  終 了：１1：００
受講料：２泊３日 １８,000円（税込）
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受付の開始は５月25日(月)12：00からです。
お申し込みは℡ 0550-89-2677 まで。

開講14:00/ 終了１1：００

202６年7月24日(金)～27日(月)
受講料：3泊4日 23,000円（税込）

動画配信中！

YOUR POWERS, OUR GREAT POWER!!
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                令和 8年 4月吉日 方面長 宇都 進 
受講管理システム（仮称）説明会のご案内 

梅花の候、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
平素より倫理法人会活動に格別のご尽力を賜り、衷心より厚く御礼申し上げます。 
さて、過日来ご活用いただいております倫理法人会アプリにつきまして、来る次年度 9月

より、いよいよ本格運用の運びとなりました。今後はモーニングセミナー（MS）をはじめ
とする各種行事の出席登録は倫理法人会アプリを通じて行われ、その記録が正式な活動履歴
として管理されることとなります。 
それに伴い各単会で「受講管理システム（仮称）」を使用し、各種行事の出席者管理をし

て頂くこととなります。本システムは出席登録機能にとどまらず、各種行事に係るQRコー
ドの発行やMSの予約機能、会員管理システム（RMMS）への活動報告にも連携する仕様と
なっており、道県倫理法人会の円滑かつ効率的な運営に資するものと存じます。 
つきましては誠に急なご案内にて恐縮に存じますが、本システムの機能概要および操作方

法に関する説明会を下記のとおり開催いたしたく存じます。何かとご多用の折とは存じます
が、万障お繰り合わせのうえ、ご出席いただきますようお願い申し上げます。 
 

記 
 
【日時】：令和８年７月２１日（火） １６：００～１８：００（２時間） 

 

【場所】：山形流通団地組合会館 ２Ｆ大会議室 

 

【対象者】： 〈道県〉三役、MS・研修正副委員長、事務局員 1名以上 

〈単会〉三役（もしくはデジタル関係が得意な方）から 3名以上 

※Ｒ９年度の役職予定者も可 

 

【交通費】：会でご負担願います 

 

【携行品】：PC or タブレット（倫理研究所貸与の物以外）単会で 1台 

     ※必要な場合は 10 万円以下の物を会でご購入下さい。 
 

参加申し込みについて 

参加対象者への呼びかけ、ならびに参加のとりまとめ（別表あり）は 

ＭＳ委員会を中心に行い、期日までに勝又までメールにてお知らせください。 

メール：k-kamimura@rinri-jpn.or.jp 

参加申込〆切：令和 8年 6月 30 日(火)  

山形県倫理法人会 各位 
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出力日時：2026/4/1 14:44

方面：北海道・東北方面 回収不能金・遅延残高（北海道・東北方面）

遅延残高

01月度

不能金 回収金 不能金 回収金 不能金 回収金

北海道倫理法人会 40,000 40,000 60,000 10,000 60,000 80,000 730,000 700,000 930,000

青森県倫理法人会 10,000 90,000 60,000 0 0 0 310,000 230,000 410,000

岩手県倫理法人会 60,000 0 0 40,000 40,000 40,000 190,000 320,000 350,000

秋田県倫理法人会 0 0 0 0 0 0 60,000 70,000 110,000

宮城県倫理法人会 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山形県倫理法人会 0 0 0 30,000 0 0 210,000 290,000 310,000

福島県倫理法人会 0 20,000 10,000 20,000 0 0 330,000 350,000 370,000

110,000 150,000 130,000 100,000 100,000 120,000 1,830,000 1,960,000 2,480,000

※「回収金」は当該月に回収された会費です。

02月度
（1月末）

03月度
（2月末）

【合計】

回収不能金

02月度 03月度都道府県 01月度
（12月末）

1/ 1
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出席者 備考 出席者 備考

北海道・東北方面研究員

勝又一真

※経営者の集い講師(法人レクチャラー)は除く

単会名 MS 講師名 備考 単会名 MS 講師名 備考

北海道・東北方面研究員

勝又一真

北海道・東北方面長

宇都進

法人アドバイザー

大村秀明

教育業務部主事

小川太郎

法人スーパーバイザー 法人スーパーバイザー

佐々木勝智 川崎博祐

１）上記講師のＭＳ前夜の行事は、原則「倫理経営基礎講座」です。該当する倫理経営基礎講座テキストの箇所を含めて、書面で行事案内をお願いします。

２）モーニングセミナーテーマの確認を含め、開催一ヶ月前までに、講師との連絡を完了してください。

1

庄内中央 金

講師派遣はありません

木

―

―

―

― 1

1

上山市

1土山形市蔵王

19

土北村山

―

火

西置賜

天童市 水

米沢市 木

水山形市霞城

水

水

R8.6月度　山形県倫理法人会　出張講師

5 ― 6
酒田市
みずほ

土

―

―

―

9

酒田市

行事名 日程 行事名

南陽市

講師派遣はありません

経営者の集い

―

経営者の集い

講師派遣はありません

講師派遣はありません

経営者の集い

経営者の集い

経営者の集い

―

木

1

―

新庄最上

金寒河江市講師派遣はありません

金

木

山形市中央

日程日程

鶴岡市

1

―

24 ― 25

15

―

16

10

1

山形市

18― 1

65

火

役員会 2 宿泊手配をお願いします

日程
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　　　「令和8年度 活動計画書＜経営者の集い＞」に基づき、開催月にあたる会に法人レクチャラーの配当をしました。

　　法人レクチャラーの皆様には、あらかじめ開催月の出張をお願いし、了承いただいております。

　　■留意事項　①単位倫理法人会は法人レクチャラーと連絡を取り、｢経営者の集い･ＭＳ｣の日程を決めて下さい。

　　　　　　　　　【注】法人レクチャラーの「経営者の集い」への派遣は、ＭＳの開催が条件となります。

 　　　　　　　　　　　　「経営者の集い」の日程は、ＭＳ開催曜日の前日になるよう調整してください。

　　　　　　　　②法人レクチャラーへの連絡を早めにお願い致します。（日程・場所・交通機関・テーマ等）

　　　　　　　　　連絡先は『全国倫理法人会講師名簿』をご参照ください。

　　　　　　　　　　▶最低開催一ヶ月前までに、講師との連絡を完了してください。

　　　　　　　　③法人レクチャラーと日程が合わず再配当を希望される場合、または中止・延期する場合は、

　　　　　　　　　必ず教育業務部までご連絡ください。（03－3264－2251　担当：小川）　

　　■開催終了後、１週間以内に『令和8年度「経営者の集い」開催報告書』を、教育業務部まで提出してください。

　　　　※報告書のデータは都道府県事務局に連絡頂き取得してください。

　　　　※提出の際は、メールに報告書を添付して、エクセルデータの状態で提出してください。

※法人レクチャラーは、「経営者の集い」の計画がある単会に記載しています

都道府県 № 単会名 集い MS 備考
（講師名簿と異なる連絡先等）

山形県 1 山形市 月 火 　 　 　 　

山形県 2 山形市蔵王 金 土 　 　 　 　

山形県 3 上山市 木 金 　 　 　 　

山形県 4 山形市中央 水 木 　 　 　 　

山形県 5 山形市霞城 火 水 　 　 　 　

山形県 6 天童市 火 水 　 　 　 　

山形県 7 寒河江市 木 金 　 　 　 　

山形県 8 新庄最上 水 木 小原 健一 おばら　けんいち 宮城県 仙南

山形県 9 北村山 金 土 　 　 　 　

山形県 10 米沢市 水 木 平子 健司 ひらこ　けんじ 福島県 いわき中央

山形県 11 西置賜 火 水 眞壁 明吉良 まかべ　あきら 秋田県 横手市

山形県 12 南陽市 月 火 　 　 　 　

山形県 13 酒田市 火 水 中島 敬二 なかじま　けいじ 新潟県 燕・弥彦

山形県 14 鶴岡市 水 木 　 　 　 　

山形県 15 庄内中央 木 金 渡辺 幸雄 わたなべ　ゆきお 新潟県 にしかん

山形県 16 酒田市みずほ 金 土 　 　 　 　

6月度 【「経営者の集い」／法人レクチャラー】

法人レクチャラー 所属

24 / 24


